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第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当連結会計年度における我が国経済は、米国経済の減速などの不安材料を抱えながらも、引き続き好

調な設備投資に加え、雇用情勢も改善の動きを見せるなど緩やかに回復基調を辿っております。 

当社グループの関連する業界におきましては、カギを握る個人消費が力強さに欠けるうえ、レジャー

の多様化に伴う激しい企業間競争などにより、依然として予断を許さない状況が続いております。 

このような状況の下、当社グループは、川崎競馬場のスタンド改装、遊園地で箱型アトラクション

「ミラクルわんルーム」の新設をはじめ各営業施設を整備拡充し、顧客サービスの向上に努めました。

この結果、当連結会計年度における売上高は、よみうりゴルフ倶楽部及び静岡よみうりカントリーク

ラブの営業政策が功を奏したことや、販売用土地の販売による増収が増加要因となりましたが、夏のプ

ールＷＡＩが天候に恵まれなかったことなどが影響し、145億３千５百万円（前期比1.0％減）、営業利

益は、売上原価の圧縮などにより20億４千１百万円（同15.6％増）、経常利益は21億２千９百万円（同

15.5％増）、当期純利益は12億４千８百万円（同12.1％増）となりました。 

  

事業の種類別セグメントの業績は下記のとおりであります。 

  

① 総合レジャー事業 

［賃貸部門］ 

川崎競馬は前期比１日減の65日開催されました。11月にダート競馬の祭典「第６回ＪＢＣ競走」が実

施されたことや３年ぶりの正月開催が行われるなど、盛り上がりを見せました。本場の投票券売上高は

減少したものの、在宅投票とオフト後楽園の投票券売上高が伸長したことにより、川崎競馬の投票券総

売上高は増加しました。また、他場開催時の場外発売は、南関東場外（船橋・大井・浦和）が前期比２

日増の212日実施されたほか、広域場外発売レースも実施されました。この結果、川崎競馬場における

当社の賃貸収入は増加しました。 

船橋競馬は前期比２日増の54日開催されました。川崎競馬同様、本場の投票券売上高は減少しました

が、開催日数増に加え、在宅投票とオフト後楽園の投票券売上高の伸長や「ＧⅠかしわ記念」などが実

施されたゴールデンウィーク開催の好調により、船橋競馬の投票券総売上高は増加しました。また、他

場開催時の場外発売は、南関東場外（川崎・大井・浦和）が前期と同じく214日実施されたほか、広域

場外発売レースも実施されました。この結果、非開催日の施設有効利用もあり船橋競馬場における当社

の賃貸収入は増加しました。 

船橋オートレースは前期と同じく72日開催され、他場開催時の場外発売は前期比24日増の227日実施

されました（なお、当期より、本場とナイター場外のリレー開催日については場外の日数には加えてお

りません）。営業エリアの中心となる海側地区で食堂新設をはじめとした施設整備を行い、ファンサー

ビスに努めました。また、在宅投票システム強化や場間相互発売推進など業界の取り組みは売上促進に

寄与しました。しかしながら、本場の投票券売上高の減少には歯止めがかからず、船橋オートレース場

における当社の賃貸収入は減少しました。 

以上の結果、賃貸部門の売上高は、33億３千１百万円（前期比0.5％増）となりました。 
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［ゴルフ部門］ 

東京よみうりカントリークラブは、チャンピオンコースとしてのコース維持や施設の改修を行いまし

た。また、弾力的な営業展開により集客を図ったことや暖冬による冬季入場者の増加もありましたが、

上期の天候不順が影響し、入場者、ゴルフ収入とも減少しました。 

よみうりゴルフ倶楽部は、開場45周年を記念した主催コンペなどが新規顧客の開拓とリピーター確保

につながり、また乗用カートの人気や企業業績の回復による法人利用の増加により、入場者、ゴルフ収

入とも増加しました。 

静岡よみうりカントリークラブは、入場者、ゴルフ収入とも大幅に増加させた昨年度の営業体制を継

続するとともに、今年度は更にホスピタリティの向上に努めました。また、積極的な宣伝広告と年間を

通した各種イベント展開により顧客のリピーター化を図った結果、入場者、ゴルフ収入とも増加しまし

た。 

千葉よみうりカントリークラブは、激戦区のゴルフ場として、料金政策を始め様々なイベント展開に

より入場者確保に努めました。特にオフシーズンとなる冬季に、東日本クラブ対抗競技の誘致、ＪＧＡ

ハンディ取得キャンペーンなどの実施により、入場者、ゴルフ収入は依然として高水準を維持しまし

た。 

以上の結果、ゴルフ部門の売上高は、33億９千３百万円（前期比1.2％増）となりました。 

  

［遊園地部門］ 

遊園地は、「中高生こども料金」を中心とした料金政策を継続実施し、集客に寄与したほか、積極的

に実施したキャラクターショーや新規遊戯機の「ミラクルわんルーム」がファミリー層から好評を博し

ました。また、ホームページを新たな集客ツールとしてリニューアルし、新規企業団体等を獲得したこ

とや、暖冬にも支えられ、入園者は増加しました。 

夏のプールＷＡＩは、床面ゴムチップ舗装や階段スロープ設置など、引き続き顧客満足度の向上に努

めたものの、梅雨明けの遅れや天候不順が影響し、入場者は減少しました。 

ゴルフガーデン（練習場）は、効率の良いイベントの実施、タウン誌での宣伝及びスクールの強化な

どが効果を上げ、入場者は増加しました。 

温浴施設「よみうりランド丘の湯」は、施設各所のリニューアル工事を実施し、より清潔感を徹底す

るとともに、リピーター対策のイベントや新規顧客掘り起こしの宣伝展開を行いましたが、近隣競合施

設のオープンなどが影響し、入場者は減少しました。 

以上の結果、遊園地部門の売上高は、22億１千７百万円（前期比1.1％減）となりました。 

  

［販売部門］ 

食堂・売店の売上高は、船橋オートレース場の売店環境整備による酒類販売収入増加や、コンビニ利

用者及び遊園地入園者の増加による増収があったものの、夏のプールＷＡＩやよみうりランド丘の湯の

入場者が減少した影響を受け、28億７千万円（前期比0.7％減）となりました。 

  

以上の結果、総合レジャー事業全体の売上高は、124億２千６百万円（前期比0.008％増）にとどまっ

たものの、減価償却費などの費用の減少により、営業利益は24億７千７百万円（同10.0％増）となりま

した。 
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② 不動産事業 

ジャイアンツ球場やシニア施設等の賃貸収入に、新たにオープンした「よみうりランドクリニックモ

ール」からの収入が加わったことや、販売用土地の販売が好調に推移したことなどにより、不動産事業

全体の売上高は、16億９千２百万円（前期比7.1％増）、営業利益は９億７千万円（同14.0％増）とな

りました。 

  

③ 建設事業 

船橋オートレース場での施設整備をはじめとした工事の受注や、メンテナンス関連業務の新規受注の

積み上げなどにより、建設事業全体の売上高は、18億２千万円（前期比3.7％増）、営業利益は６千５

百万円（同1.7％増）となりました。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物は、税金等調整前当期純利益20億４千９百

万円に加え、減価償却費が17億６千９百万円、投資有価証券の売却による収入が７億８千１百万円、そ

の他の投資の減少が５億１千２百万円であったものの、固定資産の取得による支出が11億８千４百万

円、長期借入金の返済による支出が10億９千５百万円、法人税等の支払額が10億１千２百万円であった

こと等により、前連結会計年度末より３億３千８百万円増加し、当連結会計年度末には57億９千５百万

円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ６億２百万円

の収入増となる、26億２千９百万円の収入となりました。これは、税金等調整前当期純利益20億４千９

百万円に加え、減価償却費が17億６千９百万円、固定資産除却損が４億２千６百万円であったものの、

法人税等の支払額が10億１千２百万円であったこと等によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ20億３千３百

万円の収入増となる、７千１百万円の収入となりました。これは、固定資産の取得による支出が11億８

千４百万円であったものの、投資有価証券の売却による収入が７億８千１百万円、その他の投資の減少

が５億１千２百万円であったこと等によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ１億９千５百

万円の支出減となる23億６千２百万円の支出となりました。これは、長期借入金の返済による支出が10

億９千５百万円、短期借入金の減少が５億円、配当金の支払額が４億９百万円であったこと等によるも

のであります。 

  

─ 10 ─



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 営業収入実績 

当連結会計年度における営業収入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりでありま

す。 

  

 
  

(2) 総合レジャー事業の部門別営業収入及び入場人員実績 

当連結会計年度における総合レジャー事業の部門別営業収入及び入場人員実績を示すと、次のとおり

であります。 

  

 
(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 賃貸部門の収入には川崎競馬場、船橋競馬場、船橋オートレース場で開催される投票券発売による賃貸収入

のほか、場外投票券発売所としての賃貸収入等を含んでおります。 

賃貸部門の入場人員には場外投票券発売所としての入場人員(1,731,429人)を含めております。 

３ 販売部門の収入は、主に各部門における販売収入であります。 

４ その他は、各部門において主な営業行為に付随して発生した雑収入であります。 

５ 各部門の収入は、セグメント内消去後の金額を用いております。 

  

年度
総合

レジャー事業
不動産事業 建設事業 合計

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

金額 
(千円)

12,425,857 1,580,383 1,756,096 15,762,336

構成比率 
(％)

78.8 10.0 11.2 100.0

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

金額 
(千円)

12,426,831 1,692,610 1,820,513 15,939,956

構成比率 
(％)

78.0 10.6 11.4 100.0

部門

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

営業収入(千円) 前期比(％) 入場人員(人) 前期比(％)

賃貸部門 3,331,669 0.5 2,710,101 △4.0

ゴルフ部門 3,393,943 1.2 202,084 2.4

遊園地部門 2,217,023 △1.1 1,398,805 △1.5

販売部門 2,870,024 △0.7 ― ―

その他 614,171 △1.7 ― ―

合計 12,426,831 0.0 ― ―
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３ 【対処すべき課題】 

今後の我が国経済は、堅調な設備投資、雇用環境の改善が見られるなど、引き続き底堅い動きで推移す

るものと思われますが、先行き不透明な米国経済など企業経営の見通しは、依然として慎重な見極めが必

要と考えられます。 

当社グループの関連する業界におきましても、個人消費改善の兆しが見られるものの、特色のある付加

価値の創出など、企業間競争は激しく、取り巻く状況は楽観できるものではありません。 

このような状況の下、当社グループは引き続き投資効率を重視した設備投資、役割・成果重視による組

織の活性化、社会貢献にもつながる新規事業の積極開発と人材活用の推進により企業価値の向上を図るこ

とに努力いたします。また、 重要課題である「顧客満足度の 大化」は、引き続き取り組んでまいりま

す。 

賃貸部門では、既存顧客の流出防止と新規顧客の取り込みが大きな課題であり、施設の整備によるファ

ンサービスの提供をはじめ、引き続き多角的な検討を進めてまいります。ゴルフ部門は、各場の特色を

大限活かした企画、料金政策、サービスの提供により集客を図ります。遊園地部門は、リピーターの確保

は元より新規顧客の獲得も狙い、鮮度の高いイベント展開、接客サービスのレベルアップを目指します。

３年前の開業以来、着実な集客を続けてきたよみうりランド丘の湯も、近隣競合施設の出店がピークを迎

える今夏以降の集客が 大の課題となります。スーパー銭湯の持つ、日常性、利便性を追求し低価格の維

持、不満足要因の低減を徹底いたします。 

また、所有地の有効活用としてシニア施設などへの土地の賃貸は安定した収益に寄与しておりますが、

この一環として京王よみうりランド駅南斜面地の敷地内に通路の新設を始めております。この通路新設は

遊園地及びジャイアンツ球場エリアへのアクセス向上を図るとともに未利用地の活用を見込むものです。

今後とも当社グループは、お客様にご支持いただけるアミューズメントの提供、地域社会にも貢献でき

る所有地の有効活用に全力で取り組んでまいる所存であります。 

  

なお、当社は、以下のとおり会社の支配に関する基本方針を定めております。 

(1) 基本方針の内容 

当社は、当社の企業価値が、当社及びその子会社が永年に亘って培ってきたノウハウ及びブランドイ

メージに裏打ちされた経営資源にその淵源を有することに鑑み、特定の者又はグループによる当社の総

議決権の15％に相当する株式の取得により、このような当社の企業価値又は株主の皆様共同の利益が毀

損されるおそれが存する場合には、かかる特定の者又はグループは当社の財務及び事業の方針の決定を

支配する者として不適切であるものとして、法令及び定款によって許容される限度において、当社の企

業価値又は株主の皆様共同の利益の確保・向上のための相当な措置を講じることを、その基本方針とい

たします。 

  

(2) 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止す

るための取組み 

当社は、基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されること

を防止するための取組みの一つとして、平成19年２月22日開催の取締役会において、当社株式の大規模

買付行為に関する対応方針（以下「本プラン」といいます）を導入いたしました。また、当社は本プラ

ンの導入に伴い、独立委員会を設置し、独立委員会委員として、荒木浩、松田昇、池谷修一の３氏を選

任いたしました。 
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本プランの概要は、以下に記載のとおりですが、これは本プランに対する理解を容易にすることを目

的にあくまで参考として作成したものです。本プランの詳細につきましては、当社ホームぺージに掲載

の「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）導入に関するお知らせ」の本文をご覧

下さい。 

（参考URL: http://www.yomiuriland.co.jp/ir/news/index.html） 

  

① 本プラン導入の目的 

本プランは、大規模買付者に対して事前に大規模買付行為に関する必要な情報の提供及び考慮・交渉

のための期間の確保を求めることによって、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様が適

切に判断されること、取締役会が独立委員会の勧告を受けて当該大規模買付行為に対する賛否の意見又

は代替案を株主の皆様に対して提示すること、あるいは、取締役会が株主の皆様のために大規模買付者

と交渉を行うこと等を可能とし、もって当社の企業価値ないし株主の皆様共同の利益の確保・向上を目

的として、導入されたものです。 

  

② 本プランに基づく対抗措置の発動に係る手続 

(a) 対象となる大規模買付行為 

次のアないしウのいずれかに該当する行為又はその可能性のある行為がなされ、又はなされようと

する場合に、本プランに基づく対抗措置が発動される場合があります。 

ア 当社が発行者である株券等に関する大規模買付者の株券等保有割合が15％以上となる当該株券等

の買付けその他の取得 

イ 当社が発行者である株券等に関する大規模買付者の株券等所有割合とその特別関係者の株券等所

有割合との合計が15％以上となる当該株券等の買付けその他の取得 

ウ 大規模買付者が当社の他の株主様との間で行う行為であり、且つ、当該行為の結果として当該他

の株主様が当該大規模買付者の共同保有者に該当することとなるような行為（但し、当該大規模

買付者の株券等保有割合が15％以上となる場合に限ります） 

(b) 大規模買付者に対する情報提供の要求 

大規模買付者には、大規模買付行為の開始に先立ち、意向表明書及び大規模買付情報を提供してい

ただきます。 

(c) 大規模買付者との交渉等 

取締役会は、対価を現金（円貨）のみとする公開買付けによる当社の全ての株券等の買付けが行わ

れる場合には、60日間、それ以外の場合には、90日間の期間を、取締役会評価期間として設定し、当

社の企業価値及び株主の皆様共同の利益の確保・向上の観点から評価、検討、意見形成、代替案立案

及び大規模買付者との交渉を行うものとします。 

(d) 独立委員会の勧告及び取締役会の決議 

独立委員会は、大規模買付者が大規模買付ルールにつきその重要な点において違反した場合で、取

締役会がその是正を書面により当該大規模買付者に対して要求した後５営業日以内に当該違反が是正

されない場合には、原則として、取締役会に対して、大規模買付行為に対する対抗措置の発動を勧告

します。 
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他方、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合、独立委員会は、原則として、取締役会に

対して、大規模買付行為に対する対抗措置の不発動を勧告しますが、大規模買付ルールが遵守されて

いる場合であっても、当該大規模買付者がいわゆるグリーンメイラーである場合等一定の事情を有し

ていると認められる者である場合には、取締役会に対して、対抗措置の発動を勧告します。 

取締役会は、独立委員会の勧告を 大限尊重したうえで、対抗措置の発動、不発動又は中止その他

必要な決議を行うものとします。 

  

③ 本プランの特徴 

(a) 基本方針の制定 

本プランは、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する「基本方針」を制定

した上で、導入されたものです。 

(b) 独立委員会の設置 

当社は、本プランの必要性及び相当性を確保するために独立委員会を設置し、取締役会が対抗措置

を発動する場合には、その判断の公正を担保し、且つ、取締役会の恣意的な判断を排除するために、

独立委員会の勧告を 大限尊重するものとしています。 

(c) 定款の変更と株主総会における本プランの承認 

本プランの法的安定性を高めるため、本プランにつきましては、平成19年６月27日開催の第83回定

時株主総会において本プランに関する定款変更議案及び本プランの導入に関する承認議案の付議を通

じて、株主の皆様のご意思を確認させていただきました。 

(d) 適時開示 

取締役会は、本プラン上必要な事項について、適用ある法令等及び証券取引所規則に従って、適時

且つ適切な開示を行います。 

(e) 本プランの有効期間 

本プランの有効期間は、平成19年２月22日から平成22年６月30日までとします。但し、かかる有効

期間の満了前であっても、株主総会において本プランを廃止する旨の議案が承認された場合、又は取

締役会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合、本プランはその時点で廃止されるもの

とします。 

  

④ 株主の皆様への影響 

(a) 本プランの導入時に株主の皆様に与える影響 

本プランの導入時には、新株予約権の発行自体は行われません。したがいまして、本プランが本プ

ラン導入時に株主の皆様の権利及び経済的利益に直接具体的な影響を与えることはありません。 

(b) 新株予約権の発行時に株主及び投資家の皆様へ与える影響 

取締役会が対抗措置として新株予約権の無償割当ての決議をした場合、基準日における 終の株主

名簿に記載又は記録された株主の皆様は、新株予約権の無償割当ての効力発生日に、当然に新株予約

権者となります。そして、当社が新株予約権を取得する場合、株主の皆様は、行使価額相当の金銭を

払い込むことなく、当社による新株予約権の取得の対価として、当社普通株式の交付を受けることに

なります。但し、例外事由該当者につきましては、その有する新株予約権が取得の対象とならない、

又はその有する新株予約権の取得の対価として交付される財産の種類が他の株主の皆様と異なること

があります。 
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(3) 上記の取組みに対する取締役会の判断及びその判断に係る理由 

当社は、前記（2）①記載のとおり、本プランは企業価値ないし株主共同の利益の確保・向上という

目的をもって導入されたものであり、基本方針に沿うものと考えます。特に本プランは、①定時株主総

会において本プランの導入に関する承認議案を決議しており、且つ、その存続が株主の皆様の意思にか

からしめられている点において株主の皆様のご意思を重視していること、②対抗措置の発動に際して取

締役が独立した第三者的立場にある外部専門家の意見を取得できること、③独立性の高い独立委員会の

設置を伴うものであり、対抗措置の発動に際しては必ず独立委員会の勧告を経る仕組みとなっている

上、独立委員会は更に独立した第三者的立場にある外部専門家の意見を取得できること、④対抗措置の

発動、不発動又は中止に関する判断の際に拠るべき基準が設けられていること等から、当社は、本プラ

ンは当社の企業価値ないし株主共同の利益を損なうものではなく、当社の取締役の地位の維持を目的と

するものではないと考えております。 

  

４ 【事業等のリスク】 

当社グループの経営成績、株価及び財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなも

のがあります。 

なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したもの

であります。 

  

(1) 経営上の重要な契約の締結先への依存 

当社は川崎競馬場、船橋競馬場及び船橋オートレース場を所有し、５「経営上の重要な契約等」に記

載のとおり、神奈川県川崎競馬組合、千葉県競馬組合、千葉県及び船橋市と施設等の賃貸借契約を締結

しております。 

上記契約先から収受する賃貸料は当社賃貸部門の収入の多くを占めておりますが、公営競技において

は多くの主催者が厳しい状況下にあり、主催者の経営状況によっては当社グループの経営成績と財務状

況に影響が及ぶ可能性があります。 

  

(2) 天候条件の影響 

台風、降雪をはじめとする悪天候は、当社グループ事業の重要な部分を占める総合レジャー事業の経

営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

悪天候による一定の影響は見込んでおりますが、多くの利用者が見込まれる営業日の悪天候は利用者

数減少の要因となり、特に、降雪に伴う積雪の際には営業休止を余儀なくされる場合があります。 

また、夏季のプール営業は日照時間や気温の影響を受ける傾向にあり、特に冷夏となった場合、遊園

地部門の経営成績に影響が及ぶ可能性があります。 

  

(3) ゴルフ場入会預託金償還の影響 

当社グループは東京よみうりカントリークラブ、よみうりゴルフ倶楽部、静岡よみうりカントリーク

ラブ、及び千葉よみうりカントリークラブの４ゴルフ場を所有しておりますが、千葉よみうりカントリ

ークラブを除く３ゴルフ場は会員制ゴルフ場であり、入会時に入会預託金を預かっております。 

ゴルフ需要の低下やゴルフ会員権相場の動向によっては、入会預託金償還の要請が増加することが考

えられ、この場合、当社グループの経営成績と財務状況に影響が及ぶ可能性があります。 
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５ 【経営上の重要な契約等】 

  

 
(注) １ 賃貸借契約 賃貸料：原則として勝馬投票券売上高の4.5％ 

２ 賃貸借契約 賃貸料：原則として勝車投票券売上高の4.8％ 

  

６ 【研究開発活動】 

該当事項はありません。 

  

契約会社名 相手方の名称 契約施設 契約年月日 契約有効期間

株式会社 
よみうりランド 
(当社)

神奈川県 
川崎競馬組合 (注)１

川崎競馬場 平成18年４月１日 平成19年３月31日

株式会社 
よみうりランド 
(当社)

千葉県
競馬組合 (注)１

船橋競馬場 平成17年４月１日 平成19年３月31日

株式会社 
よみうりランド 
(当社)

千葉県 (注)２
船橋
オートレース場

平成18年４月１日 平成19年３月31日

株式会社 
よみうりランド 
(当社)

船橋市 (注)２ 〃 平成18年４月１日 平成19年３月31日
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７ 【財政状態及び経営成績の分析】 

(1) 財政状態の分析 

当連結会計年度末における資産合計は、601億６千３百万円と前連結会計年度末に比べ11億円(1.8％)

減少しました。 

流動資産は77億２千１百万円と前連結会計年度末に比べ１億３千４百万円(1.7％)減少しました。こ

れは、現金及び預金が８億３千８百万円増加したものの、受取手形及び営業未収金の減少が３億９千万

円、有価証券の減少が４億９千９百万円であったこと等によるものであります。 

固定資産は524億４千２百万円と前連結会計年度末に比べ９億６千６百万円(1.8％)減少しました。こ

れは、設備投資が11億７千１百万円であったものの、減価償却による減少が17億６千２百万円、除却に

よる減少が４億２千６百万円であったこと等により、有形固定資産が10億８千２百万円減少したこと等

によるものであります。 

当連結会計年度末における負債合計は、411億６百万円と前連結会計年度に比べ20億２千４百万円

(4.7％)減少しました。 

流動負債は63億６千２百万円と前連結会計年度末に比べ７億１千９百万円(10.2％)減少しました。こ

れは、短期借入金が返済により５億円減少したこと、前連結会計年度に比べ中間納付額が多かったこと

等により未払法人税等が２億８千３百万円減少したこと等によるものであります。 

固定負債は347億４千３百万円と前連結会計年度末に比べ13億４百万円(3.6％)減少しました。これ

は、返済に伴い長期借入金が10億９千５百万円減少したこと、匿名組合預り金が３億７千６百万円減少

したこと等によるものであります。 

少数株主持分を含めた当連結会計年度末における純資産合計は、190億５千７百万円と前連結会計年

度末の少数株主持分、資本の部の合計に比べ９億２千３百万円(5.1％)増加しました。これは、当期純

利益が12億４千８百万円、その他有価証券評価差額金の増加が４億７千５百万円であったものの、剰余

金の配当が４億８百万円、自己株式の取得が３億５千８百万円であったこと等によるものであります。

この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の29.6％から31.7％に上昇し、１株当たり純資産額は前

連結会計年度末の221.54円から234.65円に上昇しました。 

  

(2) キャッシュ・フローの分析 

当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べ３億３千８百万

円増加し57億９千５百万円となりました。 

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ６億２百万円

の収入増となる、26億２千９百万円の収入となりました。これは、「よみうりランド慶友病院」の建設

代金の未払金の支払等により流動負債の「その他」の減少額が14億４千３百万円であった前連結会計年

度に対し、当連結会計年度は２千２百万円の増加となったこと、および売上債権の増加額が６億１千６

百万円であった前連結会計年度に対し当連結会計年度は３億９千万円の減少となったこと等によるもの

であります。 

当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ20億３千３百

万円の収入増となる、７千１百万円の収入となりました。これは、投資有価証券の売却による収入が８

千９百万円であった前連結会計年度に対し当連結会計年度は７億８千１百万円の収入となったこと、お

よびその他の投資の増加額が１億４千５百万円であった前連結会計年度に対し当連結会計年度は５億１

千２百万円の減少となったこと等によるものであります。 
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当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ１億９千５百

万円の支出減となる、23億６千２百万円の支出となりました。これは、短期借入金の減少額が１億３千

万円であった前連結会年度に対し当連結会計年度は５億円の減少となったものの、長期借入金の返済に

よる支出が19億８千６百万円であった前連結会計年度に対し当連結会計年度は10億９千５百万円の支出

となったこと等によるものであります。 

  

(3) 経営成績の分析 

当連結会計年度の連結業績につきましては、売上高はよみうりゴルフ倶楽部および静岡よみうりカン

トリークラブの営業政策が功を奏したことや、販売用土地の販売による増収が増加要因となりました

が、夏のプールＷＡＩが天候に恵まれなかったことや、建設事業における外部顧客に対する売上高の減

少などが影響し、145億３千５百万円と前連結会計年度に比べ１億４千４百万円(1.0％)の減収となりま

した。 

売上原価は109億１千４百万円と前連結会計年度に比べ５億８千１百万円(5.1％)減少しました。これ

は、減価償却費が依然減少傾向にあることに加え、建設事業の売上原価が売上高の減少に伴い減少した

こと等によるものであります。 

販売費及び一般管理費は15億７千９百万円と前連結会計年度に比べ１億６千１百万円(11.4％)増加し

ました。これは、人件費、整備費の増加および役員賞与の費用計上等によるものであります。 

この結果、営業利益は20億４千１百万円と前連結会計年度に比べ２億７千５百万円(15.6％)の増益と

なりました。 

営業外収益から営業外費用を差し引いた純額は８千８百万円の収益となり、７千７百万円の収益であ

った前連結会計年度に比べ１千万円の収益の増加となりました。これは、前連結会計年度に２千１百万

円計上した受取保険金が当連結会計年度においては発生しなかったものの、有利子負債の減少により支

払利息が１億９百万円と前連結会計年度に比べ２千４百万円減少したこと等によるものであります。 

この結果、経常利益は21億２千９百万円と前連結会計年度に比べ２億８千５百万円(15.5％)の増益と

なりました。 

特別利益から特別損失を差し引いた純額は４千８百万円の損失となり、前連結会計年度に比べ３千３

百万円の損失の減少となりました。これは、非上場株式の売却等により投資有価証券売却益が７億２百

万円となり、前連結会計年度に比べ６億９千万円増加したものの、船橋オートレース場におけるスタン

ドエリアの縮小に伴う除却損の計上等により固定資産除却損が７億９千４百万円と前連結会計年度に比

べ６億９千２百万円増加したこと等によるものであります。 

この結果、税金等調整前当期純利益は20億４千９百万円と前連結会計年度に比べ３億２千万円の増益

となりました。また、法人税、住民税及び事業税と法人税等調整額の合計額は８億円と前連結会計年度

に比べ１億８千６百万円(30.4％)増加しました。 

この結果、当期純利益は12億４千８百万円と前連結会計年度に比べ１億３千４百万円(12.1％)の増益

となりました。また、１株当たり当期純利益は前連結会計年度の13.21円から15.30円に増加しました。
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第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
  

② 【発行済株式】 

  

 
  

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

  

(3) 【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

  

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

  

 
(注) 自己株式の資本準備金による消却 

  

(5) 【所有者別状況】 

平成19年３月31日現在 

 
(注) 自己株式2,334,913株は「個人その他」に2,334単元、「単元未満株式の状況」に913株含まれております。 

  

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 294,196,000

計 294,196,000

種類
事業年度末現在 
発行数(株) 

(平成19年３月31日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成19年６月27日)

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名

内容

普通株式 83,522,024 同左
東京証券取引所
(市場第一部)

―

計 83,522,024 同左 ― ―

年月日
発行済株式 
総数増減数 

(株)

発行済株式
総数残高 
(株)

資本金増減額
 

(千円)

資本金残高
 

(千円)

資本準備金 
増減額 
(千円)

資本準備金
残高 
(千円)

平成11年３月８日(注) △5,804,000 83,522,024 ― 6,053,030 △1,596,100 4,730,211

区分

株式の状況(１単元の株式数1,000株)

単元未満
株式の状況

(株)
政府及び 
地方公共 
団体

金融機関 証券会社
その他の
法人

外国法人等
個人 
その他

計

個人以外 個人

株主数 
(人)

― 45 45 85 53 1 5,661 5,890 ―

所有株式数 
(単元)

― 18,646 1,806 41,264 3,553 2 17,719 82,990 532,024

所有株式数 
の割合(％)

― 22.47 2.18 49.72 4.28 0.00 21.35 100.00 ―

─ 22 ─



(6) 【大株主の状況】 

平成19年３月31日現在 

 
(注) 上記のほか当社所有の自己株式2,334千株(2.79％)があります。 

  

(7) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成19年３月31日現在 

 
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式913株が含まれております。 

  

氏名又は名称 住所
所有株式数 
(千株)

発行済株式
総数に対する 
所有株式数の 
割合(％)

株式会社読売新聞グループ本社 東京都千代田区大手町１―７―１ 12,508 14.97

日本テレビ放送網株式会社 東京都港区東新橋１―６―１ 11,242 13.46

株式会社東京ドーム 東京都文京区後楽１―３―61 5,821 6.96

中央三井信託銀行株式会社 東京都港区芝３―33―１ 4,030 4.82

大成建設株式会社 東京都新宿区西新宿１―25―１ 2,852 3.41

第一生命保険相互会社 東京都千代田区有楽町１―13―１ 2,268 2.71

株式会社読売巨人軍 東京都千代田区大手町２－１－１ 2,014 2.41

日本マスタートラスト信託銀行 
株式会社(信託口)

東京都港区浜松町２－11－３ 2,003 2.39

京王電鉄株式会社 東京都新宿区新宿３－１－24 1,700 2.03

株式会社横浜銀行 神奈川県横浜市西区みなとみらい３―１―１ 1,631 1.95

計 ― 46,070 55.15

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)

― ―普通株式 2,334,000

完全議決権株式(その他) 普通株式 80,656,000 80,656 ―

単元未満株式 普通株式 532,024 ― ―

発行済株式総数 83,522,024 ― ―

総株主の議決権 ― 80,656 ―
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② 【自己株式等】 

平成19年３月31日現在 

 
  

(8) 【ストックオプション制度の内容】 

該当事項はありません。 

  

２ 【自己株式の取得等の状況】 
  

   
(1) 【株主総会決議による取得の状況】 

該当事項はありません。 

  

(2) 【取締役会決議による取得の状況】 

  

 
  

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】 

 旧商法第221条第６項による取得 

 
  

 会社法第155条第７号による取得 

 
(注) 当期間における取得自己株式には、平成19年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り

による株式数は含めておりません。 

  

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 

(株)

他人名義
所有株式数 

(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数 
の割合(％)

(自己保有株式) 
株式会社よみうりランド

東京都稲城市矢野口
4015番地１

2,334,000 ― 2,334,000 2.79

計 ― 2,334,000 ― 2,334,000 2.79

【株式の種類等】 会社法第155条第３号に該当する普通株式の取得並びに旧商法第221条第６項の規定に基づ

く単元未満株式の買取請求による普通株式の取得及び会社法第155条第７号に該当する普

通株式の取得

区分 株式数(株) 価額の総額(円)

取締役会(平成19年２月22日)での決議状況 
(取得期間 平成19年２月23日～平成19年２月23日)

460,000 348,220,000

当事業年度前における取得自己株式 ― ―

当事業年度における取得自己株式 450,000 340,650,000

残存決議株式の総数及び価額の総額 10,000 7,570,000

当事業年度の末日現在の未行使割合(％) 2.17 2.17

当期間における取得自己株式 ― ―

提出日現在の未行使割合(％) 2.17 2.17

区分 株式数(株) 価額の総額(円)

当事業年度における取得自己株式 1,043 952,311

当期間における取得自己株式 ― ―

区分 株式数(株) 価額の総額(円)

当事業年度における取得自己株式 27,730 17,341,434

当期間における取得自己株式 4,979 3,533,730
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(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】 

  

 
(注) 当期間における保有自己株式数には、平成19年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取

り及び売渡しによる株式数は含めておりません。 

  

区分

当事業年度 当期間

株式数(株)
処分価額の総額

(円)
株式数(株)

処分価額の総額
(円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

― ― ― ―

消却の処分を行った取得自己株式 ― ― ― ―

合併、株式交換、会社分割に係る 
移転を行った取得自己株式

― ― ― ―

その他(単元未満株式の売渡請求に
よる売渡)

1,376 924,368 339 263,742

保有自己株式数 2,334,913 ― 2,339,553 ―
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３ 【配当政策】 

当社は、株主に対する利益還元を経営の最重要課題のひとつとして位置付けており、多様なニーズに対

応するための営業政策と強固な経営基盤の確立に努めながら事業の成長を図り、業績に裏付けられた成果

配分を行うことを基本方針としております。 

内部留保金の使途につきましては、将来の事業の再構築に向けた資金需要に備えるとともに、厳しい市

場環境に対処すべく経営基盤を確立し、競争力の強化等を図るために有効活用してまいりたいと考えてお

ります。 

当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。 

これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であ

ります。 

当期の期末配当につきましては、２円50銭とさせていただきました。したがいまして年間では中間配当

２円50銭を含め、１株当たり５円となりました。 

また、当社は定款に「取締役会の決議によって、毎年９月30日を基準日として中間配当を行うことがで

きる」旨を定めております。 

なお、基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。 

  

 
  

４ 【株価の推移】 

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

  

 
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

  

(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】 

  

 
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

  

決議年月日 配当金の総額(千円) １株当たり配当額(円)

平成18年11月15日 
取締役会決議

204,130 2.50

平成19年６月27日 
定時株主総会決議

202,967 2.50

回次 第79期 第80期 第81期 第82期 第83期

決算年月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月

最高(円) 427 487 933 1,247 980

最低(円) 268 300 310 571 473

月別 平成18年10月 11月 12月 平成19年１月 ２月 ３月

最高(円) 710 623 589 667 820 869

最低(円) 587 473 521 539 609 683
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５ 【役員の状況】 
  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有
株式数 
(千株)

取締役会長 代表取締役 中 保   章 昭和13年７月23日生

昭和36年４月 株式会社読売新聞社入社

(注)３ 14

平成８年６月 株式会社読売新聞大阪本社取締役編

集局長

平成８年12月 当社顧問

平成11年６月 当社代表取締役社長

平成12年４月 よみうりスポーツ株式会社代表取締

役社長

平成12年９月 よみうり開発株式会社代表取締役会

長

平成13年６月 株式会社よみうり(現在名、株式会社

読売巨人軍)監査役(現)

平成14年７月 株式会社読売新聞東京本社監査役

(現)

平成16年６月 当社代表取締役会長

平成18年４月 当社代表取締役会長兼社長

平成19年６月 当社代表取締役会長(現)

取締役社長 代表取締役 関 根 達 雄 昭和24年４月17日生

昭和47年４月 株式会社読売新聞社入社

(注)３ 336

平成16年６月 株式会社読売新聞東京本社執行役員

制作局長

平成18年５月 当社顧問

平成18年６月 当社専務取締役管財部担当

平成19年６月 株式会社よみうりサポートアンドサ

ービス代表取締役会長(現)

よみうりスポーツ株式会社代表取締

役社長(現)

よみうり開発株式会社代表取締役社

長(現)

当社代表取締役社長(現)

専務取締役
ゴルフ 

事業部担当
牧 田 清 司 昭和16年12月24日生

昭和39年４月 当社入社

(注)３ 3

平成３年10月 当社総務部長

平成９年６月 当社取締役総務部長

平成10年６月 当社取締役総務部副担当兼総務部長

平成11年10月 当社取締役総務部副担当

平成12年６月 当社取締役ランド事業本部長

平成13年６月 当社常務取締役ランド事業本部長

平成15年４月 当社常務取締役ランド事業部担当

平成19年６月 よみうりスポーツ株式会社代表取締

役専務取締役(現)

よみうり開発株式会社代表取締役専

務取締役(現)

当社専務取締役ゴルフ事業部担当

(現)

専務取締役 総務部担当 志 摩 喜 三 昭和16年６月４日生

昭和39年４月 当社入社

(注)３ 5

平成３年10月 当社人事部長

平成９年６月 当社取締役川崎競馬事業部長

平成11年６月 当社取締役川崎競馬事業部副担当兼

川崎競馬事業部長

平成12年６月 当社取締役総務部担当

平成13年６月 当社常務取締役総務部担当

平成16年６月 当社常務取締役経理部、管財部担当

兼管財部長

平成17年４月 当社常務取締役経理部、管財部担当

平成18年６月 当社常務取締役経理部担当

平成19年６月 当社専務取締役総務部担当(現)

常務取締役

川崎競馬 
事業部、 
船橋競馬 
事業部、 
船橋オート 
レース 

事業部担当

番 井   晃 昭和17年８月１日生

昭和41年４月 当社入社

(注)３ 10

平成８年６月 株式会社よみうり建設取締役

平成11年10月 当社総務部長

平成14年６月 当社執行役員船橋競馬事業部、船橋
オートレース事業部担当兼船橋オー
トレース事業部長

平成15年10月 当社執行役員船橋競馬事業部、船橋
オートレース事業部担当

平成16年６月 当社取締役船橋競馬事業部、船橋オ
ートレース事業部担当兼船橋競馬事
業部長

平成16年７月 当社取締役船橋競馬事業部、船橋オ
ートレース事業部担当

平成19年６月 当社常務取締役川崎競馬事業部、船
橋競馬事業部、船橋オートレース事
業部担当(現)
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有
株式数 
(千株)

常務取締役
ランド 

事業部担当
田 中 敏 樹 昭和19年12月22日生

昭和42年４月 株式会社読売新聞社入社

(注)４ ―

平成13年５月 同社総務局総務兼人事部長・理事

平成15年６月 当社執行役員管財部担当兼管財部長

平成16年６月 当社執行役員総務部担当兼総務部長

平成16年８月 株式会社よみうりメディカルサービ

ス代表取締役社長

平成17年４月 当社執行役員総務部担当

平成17年６月 当社取締役総務部担当

平成19年６月 当社常務取締役ランド事業部担当

(現)

取締役 管財部担当 小 飯 塚   稔 昭和28年２月10日生

昭和50年４月 三井信託銀行株式会社入社

(注)４ 1

平成15年７月 中央三井信託銀行株式会社不動産営

業部付担当部長

平成15年９月 当社社長室付担当部長

平成16年６月 当社執行役員社長室担当

平成17年４月 当社執行役員社長室担当兼社長室長

平成19年６月 当社取締役管財部担当(現)

取締役 正 力   亨 大正７年10月24日生

昭和33年５月 当社取締役(現)

(注)３ 400

昭和43年11月 日本テレビ放送網株式会社取締役

(現)

昭和45年５月 株式会社読売新聞社(現在名、株式会

社読売新聞グループ本社)取締役社主

(現)

昭和45年５月 読売興業株式会社取締役社長

平成８年12月 株式会社よみうり取締役会長

平成14年７月 株式会社読売巨人軍取締役名誉オー

ナー(現)

取締役 桑 山 健 一 大正14年２月21日生

昭和61年６月 京王帝都電鉄株式会社取締役社長

(注)３ 10

昭和63年６月 当社取締役(現)

平成５年６月 京王帝都電鉄株式会社取締役会長

平成11年６月 京王電鉄株式会社相談役

平成15年６月 同社最高顧問(現)

取締役 渡 邉 恒 雄 大正15年５月30日生

平成３年５月 株式会社読売新聞社取締役社長・主

筆

(注)３ ―

平成３年６月 日本テレビ放送網株式会社取締役

(現)

平成４年６月 当社取締役(現)

平成８年12月 株式会社よみうり取締役社長

平成14年７月 株式会社読売巨人軍取締役オーナー

平成16年１月 株式会社読売新聞グループ本社代表

取締役会長・主筆(現)

平成17年６月 株式会社読売巨人軍代表取締役会長

(現)

取締役 氏 家 齊一郎 大正15年５月17日生

平成４年11月 日本テレビ放送網株式会社取締役社

長

(注)３ ―

平成７年６月 当社取締役(現)

平成13年６月 日本テレビ放送網株式会社取締役会

長兼最高経営責任者

平成15年６月 株式会社読売新聞グループ本社取締

役相談役(現)

平成15年11月 日本テレビ放送網株式会社取締役会

長

平成17年６月 同社代表取締役取締役会議長(現)

監査役 常勤 西   逸 夫 昭和17年１月５日生

昭和40年４月 当社入社

(注)５ 5

平成９年６月 当社船橋オートレース事業部長

平成14年６月 よみうりスポーツ株式会社常務取締

役

平成15年６月 当社監査役(現)

監査役 濵   邦 久 昭和９年12月２日生

昭和41年６月 東京地検検事

(注)５ ―

平成３年12月 法務省刑事局長

平成５年12月 法務事務次官

平成８年１月 東京高検検事長

平成９年12月 弁護士登録

平成13年６月 当社監査役(現)
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(注) １ 取締役正力 亨、桑山健一、渡邉恒雄及び氏家齊一郎は、会社法第２条第15号に定める社外取締役でありま

す。 

２ 監査役濵 邦久、平野昭宏及び細川知正は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。 

３ 当該取締役の任期は、平成18年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成20年３月期に係る定時株主総会

終結の時までであります。 

４ 当該取締役の任期は、平成19年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成20年３月期に係る定時株主総会

終結の時までであります。 

５ 当該監査役の任期は、平成16年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成20年３月期に係る定時株主総会

終結の時までであります。 

６ 当該監査役の任期は、平成17年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成20年３月期に係る定時株主総会

終結の時までであります。 

７ 当社では、執行役員制度を導入しております。執行役員は１名で、経理部担当 小林利光であります。 

  

６ 【コーポレート・ガバナンスの状況】 

当社は、「顧客第一主義」を掲げ、「既存事業の売上げ堅持とローコスト化」、「所有地の最大限有

効活用」、「新規事業の積極開発と人材活用」の３つの改革を経営目標とし、収益及び資本効率の向上

に努め、企業価値を高めることにより、顧客や株主をはじめとする関係者各位の信頼と期待に応えるこ

とを経営の基本方針としております。このためにも経営の透明性・公正性を明らかにするコーポレー

ト・ガバナンス体制の構築は重要課題と考えております。 

  

(1) 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況 

① 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況 

取締役会は、当期末現在、取締役12名(提出日現在 11名)で構成され、その内４名は専門性を有した

経営監督機能の高い社外取締役であり、重要事項の決定を行い業務の執行状況を監督する機関として位

置付けております。また、企業の健全で持続的な成長を確保し、その職務執行について適法性及び妥当

性の観点から監査するため監査役制度を採用しており、監査役は４名で構成され、その内３名は社外監

査役であり、経営に対する多様な意見を吸収しております。代表取締役は取締役会の決定に従って業務

執行に当たり、その監査・監督については、取締役会による監督ならびに監査役及び監査役会による監

査を基本としています。取締役会で決定した経営基本方針に基づき全般的執行方針及び計画に関する重

要な経営的監視を行うために、社内取締役、常勤監査役、執行役員で構成される常勤経営会議を月２回

開催し、社内取締役、常勤監査役、執行役員、部長で構成された業務執行会議は、月１回開催され、各

部門の具体的執行内容につき経営分析を行うとともに、実務的審議による改善策を検討しております。

職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有
株式数 
(千株)

監査役 平 野 昭 宏 昭和33年４月21日生

昭和57年４月 三井信託銀行入行

(注)５ ―

平成３年９月 森田税務会計事務所入所

平成６年５月 太陽監査法人幸和法律会計事務所入

所

平成９年４月 公認会計士登録

平野公認会計士事務所開設

太陽監査法人幸和法律会計事務所非

常勤兼務

平成15年10月 千葉県税理士会税理士登録

平成16年６月 当社監査役(現)

監査役 細 川 知 正 昭和16年１月13日生

平成12年６月 日本テレビ放送網株式会社取締役

(注)６ ―

平成13年６月 同社取締役執行役員常務

平成15年６月 同社取締役専務執行役員

平成17年６月 当社監査役(現)

日本テレビ放送網株式会社取締役副

社長執行役員(現)

計 785
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また、全般的執行、監督機能を強化するために、以下の各種委員会が設置されております。主に資産

の取得、使用及び処分が正当に行われているかなど資産の重要な方向性を検討する基盤整備委員会、危

機管理に対応し、事業活動に関わる法令、その他規範の遵守を促進することを目的としたリスク管理委

員会、労働災害の未然防止などを目的とした総括安全衛生委員会、ＩＴを利用した業務処理統制を有効

に機能させることを目的としたＩＴ統制委員会があり、それぞれの委員会が適宜開催されております。

当社は「業務分掌要綱」をはじめとした組織・業務管理諸規程集等により、業務分掌、職務権限、決

裁事項・決裁権者・決裁権限の範囲を明らかにすることにより、業務の効率性、有効性を追求するとと

もに管理体制の責任を明確化しております。なお、平成18年５月８日開催の当社取締役会において内部

統制システム構築に関する基本方針が決定され、取締役・使用人の職務の執行が、法令及び定款に適合

することを確保するための体制をはじめ、監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

等も整備いたしました。 

また、このような内部統制をさらに充実させるために、内部統制構築事務局を設置、専属のスタッフ

によるシステム強化を図っております。 

  

② 内部監査及び監査役監査の状況 

当社では基盤整備委員会、リスク管理委員会、総括安全衛生委員会、ＩＴ統制委員会がそれぞれの目

的に応じ、法令遵守、監督機能の強化も含めた検討をしており、これらの委員会が内部監査の機能を有

しております。また、内部管理委員会を設置しており、この委員会は、各種委員会活動のモニタリング

をはじめ、各事業部門、管理部門、グループ会社の業務執行において内部統制活動は有効に機能してい

るかなどをチェックすることを目的としております。 

監査役会は、取締役の職務執行について、適法性及び妥当性の観点から監査し、社会的信頼に応える

良質な企業統治体制の確立を目的としております。監査方法は、取締役会をはじめとする重要な会議に

出席し、意見の開陳、助言、勧告を行うとともに、重要な決裁書類等の閲覧、取締役等から報告聴取、

意見の交換、会計監査人との連携による監査立会い及び監査結果の聴取を行っております。 

  

③ 会計監査の状況 

(a) 業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名及び継続監査年数 

 
  

(b) 監査業務に係る補助者の構成 

公認会計士 ９名 

会計士補  ６名 

 その他   ３名 

  

公認会計士の氏名等 所属する監査法人名 継続監査年数

指定社員 
業務執行社員

山 本 和 夫
新日本監査法人

―

松 浦 康 雄 ―
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④ 社外取締役及び社外監査役との関係 

当社社外取締役である渡邉恒雄氏は当社の大株主である株式会社読売新聞グループ本社及び株式会社

読売巨人軍の代表取締役を兼務しております。株式会社読売新聞グループ本社は、緊密な者等の所有割

合も含め当社の議決権の32.3％を所有しており、当社のその他の関係会社であります。また、株式会社

読売新聞グループ本社の子会社である株式会社読売巨人軍とは、野球場の賃貸等の営業上の取引関係が

あります。 

同じく当社社外取締役である氏家齊一郎氏は当社の大株主である日本テレビ放送網株式会社の代表取

締役を兼務しており、当社社外監査役である細川知正氏は日本テレビ放送網株式会社の取締役副社長執

行役員であります。また、当社は日本テレビ放送網株式会社との間にゴルフトーナメント開催のための

ゴルフ場の賃貸等の取引関係があります。 

  

(2) リスク管理体制の整備の状況 

当社はリスク管理委員会を設立しており、社長室、総務、経理がメンバーとなっております。各事業

所のリスクの把握、分析、対策、モニタリングを行い、緊急時には関係部門からの情報が経営トップま

で迅速に伝達され、指揮する体制を確立しております。さらに、危機管理の社内体制づくりの推進及び

緊急時における対策の立案並びに実行を目的として安全指針、危機管理指針を全従業員へ周知徹底させ

ることにより、リスク対応を徹底させております。また、複数の法律事務所と顧問契約を締結し、重要

な賃貸借契約等、当社の経営成績に影響を及ぼす重要事項につきましては専門家の意見を聞くなどリス

ク管理体制をとっております。 

  

(3) 役員報酬の内容 

① 取締役及び監査役に対する報酬の内容 

取締役 14名  214百万円(うち社外取締役 ４名 11百万円) 

監査役 ４名   23百万円(うち社外監査役 ３名 ８百万円) 

② 当期中の株主総会決議により支給した役員退職慰労金 

取締役 ２名   36百万円(うち社外取締役 －名 －百万円) 

  

(4) 監査報酬の内容 

当社の新日本監査法人への公認会計士法(昭和23年法律第103号)第２条第１項に規定する業務に基づ

く報酬は27百万円であります。 

また、上記以外の業務に基づく報酬の内容は、財務報告に係る内部統制システムの構築にあたっての

アドバイザリー業務報酬であり、金額は０百万円であります。 

  

(5) 取締役の定数 

当社の取締役は14名以内とする旨を定款に定めております。 
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独立監査人の監査報告書 
 

  

平成18年６月23日

株 式 会 社 よ み う り ラ ン ド 

取  締  役  会  御中 
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている株式会社よみうりランドの平成17年４月１日から平成18年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸

表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び

連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は

独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めて

いる。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によっ

て行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人

は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、株式会社よみうりランド及び連結子会社の平成18年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終

了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示して

いるものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 

 

新日本監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  小  野  隆  良  ㊞

指定社員
業務執行社員

公認会計士  松  浦  康  雄  ㊞

※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。
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独立監査人の監査報告書 
 

  

平成19年６月27日

株 式 会 社 よ み う り ラ ン ド 

取  締  役  会  御中 
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている株式会社よみうりランドの平成18年４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸

表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計

算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人

の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めて

いる。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によっ

て行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人

は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、株式会社よみうりランド及び連結子会社の平成19年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終

了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示して

いるものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 

 

新日本監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  山  本  和  夫  ㊞

指定社員
業務執行社員

公認会計士  松  浦  康  雄  ㊞

※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。
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独立監査人の監査報告書 
 

  

平成18年６月23日

株 式 会 社 よ み う り ラ ン ド 

取  締  役  会  御中 
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている株式会社よみうりランドの平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第82期事業年度の財務諸

表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務

諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

にある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい

る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって

行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監

査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、株式会社よみうりランドの平成18年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営

成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 

 
  

新日本監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  小  野  隆  良  ㊞

指定社員
業務執行社員

公認会計士  松  浦  康  雄  ㊞

※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。
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独立監査人の監査報告書 
 

  

平成19年６月27日

株 式 会 社 よ み う り ラ ン ド 

取  締  役  会  御中 
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている株式会社よみうりランドの平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第83期事業年度の財務諸

表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。こ

の財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す

ることにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい

る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって

行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監

査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、株式会社よみうりランドの平成19年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営

成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 

 
  

新日本監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  山  本  和  夫  ㊞

指定社員
業務執行社員

公認会計士  松  浦  康  雄  ㊞

※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。
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